
2023 年 10 ⽉ 5 ⽇ 
本部書記局 

第 5 号議案  第 10 期前半「活動表彰」について 
第 10 期前半の組合活動（主に⽇常活動において積極的に参加した取り組み）において、著しい貢献のあった者および団

体に対して「活動表彰」を⾏います。活動表彰の対象となった事例については、定期本部⼤会や広報、各⽀部の機関会議等を
通じ、組合役員やメンバーに共有を図り、さらなる組合活動の活性化に繋げます。 

 
「活動表彰」の選出については、推薦書を提出頂いた 9 支部・分会（三越伊勢丹⽀部（⽇本橋分会）、北海道統括⽀

部（札幌丸井三越⽀部・函館丸井今井直轄分会）、仙台三越⽀部、新潟三越伊勢丹⽀部、広島三越⽀部、⾼松三越
⽀部、岩⽥屋三越⽀部、IMPD ⽀部）の中から、組合規約、10 期運動⽅針を踏まえ検討を⾏いました。 

その結果、3 支部・分会（三越伊勢丹支部（⽇本橋分会）、広島三越支部、IMPD 支部）の活動、対象者について、
組合規約に基づき定期本部⼤会の中で「表彰状、記念品」の贈呈をいたします。 

また、今回の活動表彰の対象に選出されなかった 6 支部・分会の活動、対象者については、⽀部内で推薦、活動を進めて
頂いたことを称えるとともに、「感謝状」の贈呈をいたします。 
 
（１）活動表彰選出にあたって 
組合規約、第 10 期運動⽅針を踏まえ、以下の主な着眼点をもとに検討を⾏いました。 
＜主な着眼点＞ 
①本部、⽀部の組合活動に著しい貢献をした取り組みである 
②運動⽅針（特に第 10 期運動⽅針テーマ、重点政策「VOICE サイクル」）に則し、先進的な取り組みである 
③組織、役員、メンバーに対する好影響があり、活動の波及やメンバー接点拡⼤に継続して繋がる取り組みである 
④他⽀部や過去の取り組み事例と⽐較し、優れた取り組みである 
参考）組合規約 
第 801 条 表彰 本組合の活動に著しい貢献のあった者に対しては、表彰する。 
第 802 条 表彰の種類（２）活動表彰 ⽇常の活動において積極的に参加し本組合に貢献した者および団体 
参考）第 10 期運動方針（抜粋） 
〇第 10 期運動方針テーマ 

『みんなで「VOICE サイクル」をまわし、一つひとつを積み重ね、IMGU をより強い組織へ持ち上げよう』 
〇重点政策「VOICE サイクル」のポイント 
・職場の課題解決はもとより、あらゆる課題をメンバー全員で「VOICE サイクル」をまわし解決することで、メンバーがグループで働く
ことのへのやりがいや安心感につなげる 
・４つの要素を⽋けることなく取り組むことで、活動の好循環が⽣まれ、一つひとつの成果に繋がると共に、メンバーの参画意識の
⾼まり、先々の活動をより活性化させる 
・一つひとつの課題をスピーディに解決していくためには、専従役員の活動以上に、現場で働く兼任役員を中心としたメンバー全
員での取り組みが不可⽋ 
 
 
 
 
 
 

※VOICE サイクルイメージ 
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（２）活動表彰 
１）表彰方法 
組合規約に基づき、表彰⽅法は以下とします。 
・表彰状 
・記念品 
 
２）対象者および団体、活動内容と対象理由 
① 三越伊勢丹支部（⽇本橋分会） 
【対象者】  
⽇本橋分会 兼任執⾏委員 2 名（恵良菜穂⼦、⼭中愛） 
 
【活動内容】  
兼任役員が主体となり VOICE サイクルの聴くを起点にした「⼦育て com」を新たに⽴ち上げ 
育児に関わるメンバーの課題解決、メンバーの連携や助け合いの風土醸成を図ったダイバーシティ推進の取り組み 
 
＜ポイント＞ 
・⼦育て com は、⽇本橋店で仕事と家庭の両⽴に不安を持つメンバーの悩み解消と、従業員同⼠のコミュニケーションの活性
化、VOICE 活動サイクルの「聴く」を推進する取り組みとして、兼任メンバー主体となり、新たな活動として⽴ち上げました。 
・運営にあたっては、営業部毎に担当を割り振り、活動の主体者となって取り組みの説明と参加者の促しを実⾏しています。 
・2 ⽉、5 ⽉、8 ⽉に開催し、⽇本橋店勤務の育児勤務者で各回ともに約 30 名の参加をしています。 
・仕事と育児の両⽴に関わらず、⼦育てそのものの疑問や悩みの解消につなげ、従業員一⼈ひとりに寄り添う事に繋がりました。 
 
・参加者同⼠の情報交換をメインとしていますが、現在の育児制度における課題をリアルな声として吸い上げる事にも繋がってい
ます。さらに、現在直⾯している悩み事について、⼦育てを経験した先輩ママより、⾃らの経験談に基づくアドバイスを⾏う事で、相
談される側のサポートする意識の醸成にも繋がっています。 
・また、ダイバーシティ推進の視点だけではなく、所属の枠を越えた参加者間のつながりをつくり、普段の業務から営業部を跨いだ
横の連携や助け合いにも繋がっています。 
 
・今後の⽅向性として、年 4 回（2 ⽉・5 ⽉・8 ⽉・10 ⽉）定期開催をし、継続的な取り組みとする事、また⽀部全体の
取組にできるように執⾏委員会等で報告、共有を⾏い、他分会への拡⼤も進めています。 
 
＜活動写真、広報等資料＞ 
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② 広島三越支部 
【対象者】 
広島三越支部 兼任執⾏委員 3 名（栗栖史⾏、栃⽊圭⼀、城美穂⼦） 
 
【活動内容】 
兼任執⾏委員全員が職場委員会を主体的に運営し、メンバーが声をあげる風土づくりを推進 
その土台を活かし執⾏委員の「DO 宣⾔」を遂⾏、職場課題の解決や新たな活動に繋げた VOICE サイクルの取り組み 
 
＜ポイント＞ 
①職場委員会を起点とした VOICE サイクルの仕組みづくり 
・第 10 期からの職場委員会は、議題設定・運営など全てを執⾏委員が実施しています。（専従書記⻑は書記参加） 
・特に前半の議論テーマは、時間外勤務や組織改正の負荷状況を踏まえつつ、2023 年度所定労働時間 30 分短縮という⼤
きく変わる働き⽅をどのように進めるか、その課題や改善策を中心に職場委員と意⾒交換をする活動を⾏いました。 
・メンバーの声をもとに、会社⽅針への納得感や新しい働き⽅への理解浸透が弱いことを把握し、執⾏委員会での議論を経て、
経営懇話会で執⾏委員による意⾒交換、提⾔を⾏いました。成果として、会社から従業員への説明会開催、マネージャー会議
での具体的な取り組み共有など、会社の各種アクションへと繋がりました。 
・活動を進めた中では、さらに職場委員会の職場課題に対する意⾒交換が活発になり、⽇々の現場や職場委員会で「聴く」、
執⾏委員会で「話し合う」、経営懇話会で「伝える」、広報紙・壁新聞で「知らせる」、VOICE サイクルを仕組み化できました。 
 
②執⾏委員の DO 宣⾔遂⾏による活動推進 
・VOICE サイクルの仕組みを活かし、第 10 期の期初に執⾏委員一⼈ひとりが掲げた「DO 宣⾔」を遂⾏しました。兼任役員が
主体的に VOICE サイクルを意識し取り組んだことにより、さらにメンバーが声をあげる⾵⼟の活性化が進みました。 
 
・栃⽊執⾏委員は、DO 宣⾔で「VOICE や職場委員会で今まで以上に議論し、問題解決に努めます」と宣⾔しました。直近で
は、グループ外出向戦略に対するメンバーの不安の声から、職場委員会の議題を設定し、具体的な不安や改善する内容を聴
き、話し合い、その結果を執⾏委員会で取り上げ、改善に向けた議論を進めました。 
・栗栖書記次⻑は、DO 宣⾔で「デジタルツールを活⽤しながら声をあげる⾵⼟構築に取り組み、集まった声を経営に伝えていき
ます」と宣⾔しました。栃⽊執⾏委員の職場委員会での声を受け、さらにメンバーの声を聴くために forms を活⽤し、全メンバー
にアンケートを実施し、それらの声と議論を踏まえ、経営懇話会で会社に提⾔を⾏い、出向時のフローや出向後のメンバーケアな
ど会社との協議、改善アクションを進めることができました。今後は、この取り組みやアンケート結果をまとめ、全メンバーに共有しな
がら、組合としての取り組みを伝えていく予定です。 
・城執⾏委員は、「介護に悩む⼈の声を聴き課題をみつけ、仕事との両⽴ができるよう制度に反映していく」と宣⾔しました。 
メンバーの声を聴く中で、改めて介護への漠然とした不安の声が⼤きいことに注⽬、そういった不安を取り除くためのセミナーを提
案、地域包括⽀援センターに訪問し、セミナーを開催しました。 
＜活動写真、広報等資料＞ 
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③ IMPD 支部 
【対象者】 
IMPD 支部 兼任執⾏委員 3 名（布留川諒、下村燿⼦、鰐部紗希） 
【活動内容】 
兼任執⾏委員による職場委員会で課題を話し合い、役員⾃らが職場で能動的に働き方を変え、業務改善を推進 
その成果を職場で知らせ課題解決を継続したことや、労使通年協議の項⽬へ反映をした VOICE サイクルの取り組み 
 
＜内容＞ 
・メンバーズ VOICE の声を踏まえ、特に働き⽅や要員体制の課題に対し、改善を進める必要性を捉えていました。 
・兼任執⾏委員 3 名を中心に「⾃分たちで変えていけることはないだろうか」「⾃分たちで⼯夫できることはないだろうか」といった考
えを持ち、職場委員会を通じた課題解決に繋げていこうという機運の⾼まりから、主体的に開催、運営を進めました。 
・職場委員会を開催する上で、職場委員の体制の強化（各担当ごとに最低１⼈任命）し、職場委員５⼈と兼任執⾏委員
３⼈の計８⼈体制でスタートしました。（専従者も参加するが、運営は原則、兼任執⾏委員） 
〜職場委員会を通じた課題解決の一例〜 
①好事例共有から、⾃⾝の業務や職場で改善実践を繰り返した取り組み 
・IMPD は複数の会社が統合した会社の為、統一業務フローやマニュアルが無く、業務効率化の点で課題と捉えていました。 
・東⽇本営業部内では、担当ごとに業務の進め⽅が異なるといった状況があった事から、お互いの働き⽅の共有を起点に、改善
点を指摘し合う事や、業務効率に繋がった好事例の共有などを⾏い、先ずは⾃分たちから、柔軟に働き⽅を変えていく事への気
づきの機会を作りました。そして、共有した好事例を各⾃が持ち帰り、即⾃⾝の業務や職場で実践し、次の職場委員会で、その
効果や感想を共有し合うといった活動も⾏いました。 
・継続して職場で課題改善の活動を繰り返すことで、小規模な職場単位から、VOICE サイクル（「聞く」⇒「話し合う」⇒「知ら
せる」⇒「聞く」⇒「話し合う」の循環）を回す⼟台を作ること出来たことや、全社的な改善の取り組みにつなげていくための道筋を
作る事が出来ました。 
 
➁効率的な働き⽅へ向けた議論から、労使通年協議項⽬への反映を進めた取り組み 
・IMPD では「建設業だか・・・仕⽅ない」という⾔葉や⾵⼟が強く、時間外の削減・業務改善などの動きが中々取れない状況が
続いていました。特定の部署や個⼈に業務が集中し、時間外の特別条項超えが起こるといった事態も発⽣していました。 
・職場委員会の取り組みとして、これまでの好事例の共有・課題の発⾒という枠を超えた取り組みが必要であると考え、さらに一
⼈ひとりが働き⽅を⼯夫し、効率的に業務を進めるために、⼈財育成には何が必要なのかといったテーマで議論を⾏いました。 
・その議論の中から「難易度が⾼くても、業務運営に必要な国家資格を率先して取得することが、結果として個⼈の業務スキル
の向上にも繋がるのでは︖」ということや、「あるべきステージ B ⼈材像や「ステージ B になる為には何を⾝につけるべきか︖何を⾝
につけて欲しいか︖」という議論が進みました。それらを踏まえ、先を⾒据えて整備すべきことをさらに議論を⾏いました。 
・結果としては、労使通年協議項⽬において、既存の資格保有⼿当のみならず、資格取得補助・資格取得⼿当を検討すること
なり、メンバーの⼈財育成を後押しする取り組みを労使で検討するための⼟台となりました。 
＜活動写真、広報等資料＞ 
 
 
 
 
 
 
 

6



 
 
 
（３）推薦、活動推進に対する感謝状 
活動表彰へ推薦を頂いた 6 ⽀部・分会（北海道統括⽀部（札幌丸井三越⽀部、函館丸井今井直轄分会）、仙台三越
⽀部、新潟三越伊勢丹⽀部、⾼松三越⽀部、岩⽥屋三越⽀部）については、⽀部内で推薦、活動推進頂いたことを称え、
「感謝状」を贈呈します。 
 
（４）スケジュール 
・9/19 本部執⾏委員会 審議決定 
・9/21 賞罰委員会 確認（内部監査委員会内で実施予定 ※実施後、本部執⾏委員へ共有） 
・10/5 定期本部⼤会 表彰（レセプション内で実施予定） 
 
（５）その他 
・活動表彰は、定期本部⼤会にて⾏い、出席する本部⼤会代議員（各⽀部執⾏委員）の中に該当者がいる場合は、代表
者に対して表彰状、記念品の贈呈を⾏います。 
・上記以外の場合は、別途代表者をオブザーバー参加として招待し、表彰状、記念品贈呈を⾏います。 
・第 10 期中間の定期本部⼤会を報告する広報誌、組合ＨＰにて表彰対象について公示します。 
・感謝状の贈呈は、定期本部⼤会にて該当⽀部の代表者に対して⾏います。 

以上 
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第 6 号議案 組合規約改訂(案)に関する件 
2023 年 10 月５日 

定期本部大会 
 
支部の執行に関わる計画や必要な経費を、支部内で事前に審議する旨を明確にするために改定します 
 
第３章 組織および機関 
第 11 節 支部執行委員会 

現行 改訂 
第３５２条 権限 
支部執行委員会の権限は、次の通りとする。 
（１）本部執行委員会から委任された事項の執行 
（２）支部議決機関において決議された事項の執行 
 
（３）支部議決機関の日程および議案の決定 
（４）労働協約上の支部労使会議委員の選出 
（５）支部大会または支部評議員会の附議事項で緊急を
要する事項の処理 
   ただし、支部大会または支部評議員会の事後承認
を得るものとする。 
（６）支部役員の人事異動に関する事項 
（７）支部役員、支部評議員、支部大会代議員、支部直
轄分会評議員の辞任 
（８）支部の担当の任命 
（９）支部書記局の任命 
（１０）分会担当の任命 
（１１）支部評議員会に委嘱する事項 
（１２）その他本規約、付属諸規程に定められた事項の
執行 

第３５２条 権限 
支部執行委員会の権限は、次の通りとする。 
（１）本部執行委員会から委任された事項の執行 
（２）議決機関において決議された支部活動に関する事
項の執行 
（３）支部議決機関の日程および議案の決定 
（４）労働協約上の支部労使会議委員の選出 
（５）支部大会または支部評議員会の附議事項で緊急を
要する事項の処理 
   ただし、支部大会または支部評議員会の事後承認
を得るものとする。 
（６）支部役員の人事異動に関する事項 
（７）支部役員、支部評議員、支部大会代議員、支部直
轄分会評議員の辞任 
（８）支部の担当の任命 
（９）支部書記局の任命 
（１０）分会担当の任命 
（１１）支部評議員会に委嘱する事項 
（１２）その他本規約、付属諸規程に定められた事項の
執行 

 
解説 
・運動方針および予算は本部大会の附議事項なので、支部の運動方針および予算総額も大会で審議されている。 

予算総額は審議されているが、支部でその予算をどのように執行するかが現組合規約の文面では不明確である。 
・今回の改訂では、支部活動を執行する際には、内容やかかる経費などを具体的に議決機関で議決し、それを執

行することを明文化する。 
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